
西条市地域創生イノベーション創出研究事業支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、西条市が、市内の企業、公益又は一般法人、ＮＰＯ法人、協同組合等（以

下「企業等」という。）が有するニーズと、大学、短期大学、高等専門学校その他研究体制を

有する独立行政法人（以下「大学等」という。）が有する研究シーズ（企業等における事業活

動の強化及び地域政策課題の解決に資する技術、ノウハウ等をいう。）及び西条市の政策課題

との最適なマッチングを図り、企業等、大学等及び西条市による連携（以下「産学官連携」と

いう。）のもと、企業等における事業活動の強化及び地域政策課題の解決を図る共同研究事業

を支援するため、予算の範囲内において、西条市地域創生イノベーション創出研究支援補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、西条市補助金等交付規則（平成１６年

西条市規則第４０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （地域創生イノベーション創出研究事業の定義） 

第２条 この告示において「地域創生イノベーション創出研究事業」（以下「研究事業」という。）

とは、産学官連携による体制を構築し、企業等における事業活動の強化及び地域政策課題の解

決を図る共同研究事業をいう。 

 （補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、研究グループを組織して実施予定の研究事業に関する

共同研究契約を締結している企業等及び大学等とする。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、産学官連携による体制を構築して取り組む研究事業とする。ただし、

国、地方公共団体、公益法人等（公益法人以外の民間団体を除く。）からの補助金等の交付を

受け、又は交付を申請している場合は、補助金の対象外とする。 

 （補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表に掲

げるものとし、補助金の額は、初年度にあっては６０万円を、２年度目にあっては４０万円を

限度とする。 

 （補助対象期間） 

第６条 補助対象期間は、会計年度とする。 

２ 補助金は、１の研究事業につき、連続して２箇年度まで申請することができる。 

 （補助金交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、西条市地域創生イノベ

ーション創出研究事業支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 



(2) 事業実施スケジュール 

(3) 収支予算書（様式第２号） 

(4) 共同研究契約書の写し 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付の要件に適合する

と認めたときは、補助金の交付の決定を行う。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、西条市地域創生イノベーション創出研究事業支援

補助金交付決定通知書（様式第３号）により、その旨を速やかに申請者に通知する。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、交付の目的を達成するため必要があるときは、交付決定の際に指示又は条件を

付することができる。 

 （実績報告） 

第１０条 第８条の規定による決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、西条市地

域創生イノベーション創出研究事業実績報告書（様式第４号）に、次の書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書（様式第５号） 

(3) 支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （額の確定及び補助金交付請求） 

第１１条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、補助金の交付の要

件に適合すると認めたときは、補助事業者から提出を受けた西条市地域創生イノベーション創

出研究事業支援補助金交付請求書（様式第６号）に基づき、補助金を交付するものとする。 

 （申請等に当たっての消費税等の取扱い） 

第１２条 第７条の規定により、補助金の交付の申請（以下「交付申請」という。）をするに当た

っては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消

費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当

該補助金に係る仕入れに関する消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでな

い。 

２ 前項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第１０条の実績報告書を提出する

に当たっては、当該補助金に係る仕入れに関する消費税等相当額が明らかになった場合には、



これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第１項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後

において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに関する消費税等相当

額が確定した場合には、その金額（同項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を仕入れに係る西条市地域創生イノベーション創出研究事業消費税等相

当額報告書（様式第７号）により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて

これを返還しなければならない。 

（決定の取消し及び補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助事業者が規則第１４条各号に該当し、又は第９条の指示又は条件に違反

したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年５月２５日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

項目 説明 

消耗品費 消耗品の購入に係る経費 

備品購入費 備品の購入に係る経費 

報償費 外部講師の招へいに係る経費 

旅費 移動に要する経費（外部講師含む） 

使用料及び賃借料 機材、会場等の借上げ等に係る経費 

通信運搬費 通信又は運搬に係る経費 

手数料 分析、検査等の作業に係る経費 

印刷製本費 資料、情報発信用資料等の作成に必要な経費 

委託費 作業等の外部委託に係る経費 

 

  


